
三豊市公告第２６号        

入 札 公 告 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び三豊市契約規則(平成１８年規

則第６４号)第７条の規定により、制限付一般競争入札の実施について必要な事項を次のように公告

する。 

 令和８年６月２３日 

                             三豊市長 山下 昭史  

 

第１ 入札に付する事項 

１ 件  名   令和８年度 三豊市情報システム機器調達 

２ 納入場所   三豊市役所 

３ 納入期限   令和８年１０月３０日 

４ 概  要   ・ネットワーク認証装置 １式 

         ・本庁用ＵＰＳ ７台 

         ・幼稚園・保育所・出先用ネットワークスイッチ １１台 

         ・大判プリンター １台 

         詳細は別紙「仕様書」のとおり 

５ 予定価格   設定する 

 

第２ 入札に参加する者に必要な資格 

  この入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。（なお、被補助人、被補佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条第１項の規定に該当しない者である。） 

２ 三豊市から指名停止措置を現に受けていない者であること。 

３ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て（同法附則第２条

に規定する申立てを含む。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

４ 三豊市の令和７・８年度物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿（以下｢入札参加者

名簿｣という。）に令和８年６月２２日現在で香川県内の本社又は営業所にて登載されている者

のうち、事務用機器類の「コンピュータ機器類」に業種申請をしている者であること。 

５ 平成２８年４月１日以降において、本件と同種製品を国又は地方公共団体から元請として納

入（リースも含む）した実績を有し、仕様書の要件を確実に履行できる者であること。 

 

第３ 入札参加手続き 

１  入札参加希望者が提出する書類 

入札参加希望者は、次の書類（以下、「確認資料」という。）を持参により提出しなければなら

ない。 

（１）入札参加申請書（様式第１号） 

（２）第２の５の内容を証するもの。 

※契約書・納入品内訳書等（納入実績が分かるもの。）の写し。（Ａ４サイズとする） 

２ 確認資料の受付 

（１）受付期間  令和８年６月２３日（火）から同年７月７日（火）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。 



（２）受付時間  午前９時から午後４時まで。 

ただし、正午から午後 1時までの間を除く。 

（３）受付場所  香川県三豊市高瀬町下勝間２３７３番地１ 

  三豊市総務部 管財課 

３ その他 

（１） 確認資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とする。 

（２） 提出された確認資料は返却しない。 

（３） 確認資料受付時には資料の内容等の確認は行わない。 

 

第４ 仕様書等に関する事項 

１ 仕様書等の閲覧期間・閲覧場所 

（１） 閲覧期間  令和８年６月２３日（火）から同年７月３１日（金）まで 

（２） 閲覧場所  三豊市ホームページに掲載 

２ 仕様書等について質問がある場合は、質問事項を記載した書面を次のとおり提出すること。 

なお、書面は持参又は郵送により提出するものとし、電子メールによるものは受け付けない。 

（１） 提出期間  令和８年７月１０日（金）から同年７月１６日（木）まで 

（郵送により提出する場合は同日までに必着のこと。） 

ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。 

（２） 提出時間  第３の２の（２）の時間 

（３） 提出場所  第３の２の（３）の場所 

３ ２の質問に対する回答を記載した書面を次のとおり閲覧に供する。 

（１） 閲覧期間  令和８年７月２２日（水）から同年７月３１日（金）まで 

（２） 閲覧時間  第３の２の（２）の時間 

（３） 閲覧場所  第３の２の（３）の場所 

 

第５ 入札及び開札等 

１ 入札書の提出方法   

市の指定する入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ封書封印にして入札執行者に提出す 

る。入札は、代理人をして行うことができる。この場合、当該代理人は入札前に委任状を提出し 

なければならない。 

２ 入札の日時      令和８年８月３日（月） 午後１時１０分 

３ 入札及び開札の場所  香川県三豊市高瀬町下勝間２３７３番地１ 

             三豊市役所 危機管理センター ２０１会議室 

 

第６ 入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を 

  加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす 

る。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免 

税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に 

記載すること。 

 

第７ 入札保証金及び契約保証金 

  入札保証金：免除 

 契約保証金：三豊市契約規則第３０条（契約保証金の減免）に該当する場合を除いては、契約 

       金額の１０％以上の契約保証金を納入すること。 

 



第８ 入札参加資格の事前確認 

入札参加者全員に対し、次のとおり入札参加資格の確認（以下「事前確認」という。）を行い、 

入札参加資格が認められなかった者に対しては、無効通知書を送付するものとする。 

ただし、入札参加希望者の出席は不要とする。 

１ 事前確認の日時  令和８年７月８日（水） 午前１０時００分 

２ 事前確認の場所  第３の２の（３）の場所 

３ 事前確認の内容 

（１） 第２の１から５に掲げる要件を満たしているかを確認する。 

 （２） 第３の１に掲げる書類に不備がないかを確認する。 

     

第９ 入札の無効等 

１ 確認資料を期限までに提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者又は入札参加資 

格の確認を受けた者であっても入札までの間において第２に掲げるいずれかの要件を満たさな 

くなったものは、入札に参加することができない。 

２ 入札参加資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者の入札及び入札心得等において示した 

入札に関する要件に違反した入札は、無効とし、無効の入札をした者が落札者である場合には落 

札決定を取り消す。 

３ 入札執行回数の限度内において落札者がない場合は、地方自治法施行令の規定により随意契約 

に移行する。その際には、原則として最低の価格をもって入札した者を随意契約の相手方として 

交渉を行うこととする。ただし、予定価格と入札書の金額の差が大きい場合は、随意契約に移行 

しない場合がある。 

４ 入札参加者が１社の場合は入札を中止する。 

 

第１０ 落札者の決定方法 

 １ 落札者の決定 

予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落 

札者とする。 

落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合には、くじにより第１順位の落札者 

を決定するものとする。 

 

第１１ 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明 

１ 第８の審査により入札参加資格が認められなかった者は、その理由について市長に対して説明 

を求めることができる。 

２ １の説明を求める場合には、その旨を記載した書面を持参により提出するものとし、郵便等に 

よる送付又はファックスによるものは受け付けない。 

 （１）提出期限  第８の無効通知をした日の翌日から起算して３日以内（市の休日を除く。） 

 （２）提出時間  第３の２の（２）の時間 

 （３）提出場所  第３の２の（３）の場所 

３ １の説明を求めた者に対する回答は、２の提出期限の翌日から起算して３日以内（市の休日を 

除く。）に書面により行う。 

４ ３の回答に不服がある者は、市長に対して苦情の申立てを行うことができる。申立て方法及び 

期限については、３の回答に合わせて通知する。 

５ ４の苦情の申立てについては、三豊市契約審査委員会が審議を行う。 

 

第１２ その他 

１ 契約の締結 



   落札者の決定後、当該入札に付する備品購入に係る契約の締結までの間において、当該落札者 

が第２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。 

２ 確認資料等に虚偽の記載をした場合や不誠実な行為を行った場合は、措置要領に基づき指名停 

止の措置の対象となることがある。 

３ 問い合わせ先 

  郵便番号 ７６７－８５８５ 

      香川県三豊市高瀬町下勝間２３７３番地１ 

三豊市総務部管財課 入札・契約担当   

電 話 番 号  ０８７５－７３－３００３ 

ファックス番号  ０８７５－７３－３０２２ 

 


